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★東山荘講堂
★12：30点鐘
★御殿場警察について
　御殿場警察署長　河合竜司様
　
　

次　回
11月14日の
例　会

ROTARY CONNECTS
THE WORLD

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●例　会　場／東山荘講堂
●開 会 点 鐘／12：30
●国 歌 斉 唱
●ロータリーソング／四つのテスト
●内　　　容／地区大会に参加して　参加者より

第2585回　例会プログラム

会　員　慶　事

●会員誕生日／11月７日　芹澤隆博君
●結婚記念日／11月９日　滝口喜徳君　けい子様　ご夫妻
●皆　出　席／10月31日　芹澤隆博君（ロータリー歴６年）

　さて今日は、すでに幹事報告で
お知らせしてございますが、2019年規定審議会の、直
接御殿場クラブの運営にかかわる重要な変更事項５項
目についてお話します。
出席につきまして、
◆メークアップに関する（19-35号可決議案）：
　ロータリアンは、欠席した例会のメークアップを同
じロータリー年度内に行うことができます。なお、
メークアップの期限は、クラブ細則で規定し、クラ
ブが自ら決定することができます。

会員増強につきまして、
◆職業分類に関する（19-37号可決議案）：
　職業分類の制限が廃止され、特定の職業分類の会員
の適切な数をクラブが自ら決定することができます。

　今までの同一職業分類に属する正会員の制限は撤廃
されました。これは実質的に職業分類を廃止して、
いかなる人でもロータリアンになることを可能にす
る案件でもあります。メークアップの期限の変更と
同様に、会員増強をすべてに最優先させるための決

議であると思われます。
クラブ理事会につきまして、
◆会長に関する（19-22号可決議案）：
　クラブ会長は、後任者が選出されていない場合、1年
まで任期を延長できます。
　会長エレクトが決まらない場合は、現会長がもう１
年会長を務めることになります。
クラブ財務につきまして、
◆財務報告に関する（19-24号可決議案）：
　役員を選挙するための年次会合に、現年度と前年度
の収支を含むクラブの中間財務報告が含まれます。
　今後は、12月の最終例会で上半期中間財務報告書に
加えて、前年度の中間財務報告書と決算報告書の記
載を了承頂きたいと思います。
◆クラブ人頭分担金の増額に関する（19-82号可決議案）：
　今年度の人頭分担金は、年額68ドルです。より良い
支援をクラブに提供するため、３年後の2022-23年
度以降は、年額71ドルとなります。
　今後の規定審議会により修正されない限り、会費が
増額になることはありません。
　以上５項目が、直接クラブ運営にか
かわる2019年規定審議会の変更事項
でございます。会員の皆様も、この変
更点を十分に認識しておいていただき
たいと思います。
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10/31のスマイル

・三男が理学療法学で博士号を取得しました。息子には追い
越されるものですね。勝又重春君

・27日の青少年交流の家でのオープンハウスには、会長・
幹事をはじめ、公共イメージ向上委員会、親睦活動委員会、
多数の方のご来場、お手伝いありがとうございました。青
少年奉仕委員長　渡辺修司君



井上　　元

勝又　博文
斎藤　　衛
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※やむを得ず欠席される方は、午前９時50分までにご連絡下さい。
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10/31の出席報告 10/17のメーキャップ

秋田　敬君・勝又安彦君・斉藤礼志君・鈴木善明君
豊山　篤君・臼井良太君・渡辺修司君
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　本日は、このような機会を頂きましてありがとうご
ざいます。
　今日は「御殿場市の教育について」の内容で進めさ
せて頂きます。
　項目として、１．学校教育の今と昔　２．教育の課
題　３．幼児教育の重要性　４．子ども条例・子ども
条例行動計画があります。
１．学校教育の今と昔
　文部省が定める教育課程の基準はほぼ10年に一度の
割合で改定が行われる。大きな変化としては、「主体
的・対話的で深い学び」により授業の質が変わってく
る。特に小学校教育では、英語の教科化により時間数
が増え、またプログラム学習も取り入れられます。全
体の授業時数も平成14年度（年間）945時間から令和
２年度1015時間に増えます。
２．教育の課題
　子どもを取り巻く環境の変化に貧困問題、虐待の増
加、スマートフォンの普及があり、虐待につきまして
は、20年で６倍の件数へと増加しているというデータ
があります。また、現在御殿場の学校では比較的落ち
着いていますが、いじめ問題、不登校につきまして
は、増加傾向にあります。
３．幼児教育の重要性
　新しい学習要領では、幼児教育と義務教育の滑らか
な接続が求められております。
　地域でどの様な子どもを育てていくかの願いを共有
し、小学校と幼稚園の連携、小学校と中学校の連携を
図っています。
４．子ども条例・子ども条例行動計画
　この条例は、子どもを社会全体で育成し、支えてい
くための取組について、その基本理念を定め、保護
者、市民、地域団体、学校等、事業者及び市の役割並
びに基本的な施策等を明らかにすることにより、今を

勝亦重夫 様

御殿場市教育長

生き未来を担う子どもの育成に主体的に関りをもって
全ての子どもが生き生きと輝き、健やかに成長してい
ける社会の実現を図ることを目的として定義されてお
ります。
　このように御殿場として取り組んでおります。今後
とも子どもたちの成長のためにご協力を頂きますこと
をお願い申し上げます。

御殿場市の教育
について

わたしは　しゃべれない　歩けない
口が　うまく　うごかない
手も　足も　自分が思ったとおり　うごいてくれない
一番　つらいのは　しゃべれないこと
言いたいことは　自分の中に　たくさんある
でも　うまく　伝えることができない
先生や　お母さんに　文字盤を　指でさしながら
ちょっとずつ　文ができあがっていく感じ
自分の　言いたかったことが　やっと　言葉に なっ
ていく

神様が　一日だけ　魔法をかけて
しゃべれるようにしてくれたら・・・
家族と　いっぱい　おしゃべりしたい

学校から帰る車をおりて　お母さんに
「ただいま！」って言う
「わたし、しゃべれるよ！」って言う
お母さん　びっくりして　腰を　ぬかすだろうな
お父さんと　お兄ちゃんに　電話して
「琴音だよ！　早く、帰ってきて♪」って言う
２人とも　とんで帰ってくるかな

家族みんなが　そろったら　みんなで　ゲームをしな
がら　おしゃべりしたい
お母さんだけは　ゲームがへたやから　負けるやろな
「まあ、まあ、元気出して」って　わたしが言う

魔法が　とける前に　家族みんなに　「おやすみ」っ
て言う

それで　じゅうぶん

「わたしの願い」　森　 琴 音

10月４日
10月18日
10月23日
10月27日
10月27日
10月27日
10月29日

せせらぎ三島ＲＣ
裾 野 Ｒ Ｃ
掛川グリーンＲＣ
青少年交流の家
青少年交流の家
青少年交流の家
大 阪 Ｅ ク ラ ブ

山内強嗣君
林　　準君
芹澤正明君
勝又　洋君
勝又安彦君
渋谷　一君
勝又　誠君


